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設
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防
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岸
高

整
備

施
設

名
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高
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侵

食

○
荒

砥
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

背
後

地
は

農
地

が
主

で
あ

る
。

新
た

な
堤

防
、

船
着

き
場

の
整

備
が

必
要

。
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侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
3
.8

2
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
1
8
3
ｍ

・漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
や

船
揚

場
の

状
況

、
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・陸
閘

は
常

時
閉

で
あ

る
。

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

の
開

閉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
荒

砥
漁

港
海

岸
荒

砥
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
は

道
路

、
家

屋
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
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2
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津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
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、
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.7

0
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護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
、

水
門

を
整

備
す

る
。
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壁
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3
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水
門

　
1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

等
及

び
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
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荒
砥

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
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県
）

岩
礁

海
岸

で
、

背
後

は
農

地
、

家
屋

が
分

布
し

、
今

後
復

旧
予

定
。

既
設

堤
防

は
震

災
で

破
損

し
た

た
め

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
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対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。
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防
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消
波

堤
、
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を

整
備

す
る
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・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

に
農

地
、

家
屋

が
復

旧
さ

れ
る

予
定

も
あ

り
、

管
理

用
階

段
等

の
施

設
の

一
般

利
用

も
想

定
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
利

用
者

の
安

全
に

留
意

し
た

監
視

を
行

う
。

・台
風

等
の

波
浪

の
後

は
、

離
岸

堤
、

消
波

堤
の

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
や

沈
下

等
に

留
意

す
る

。
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一

部
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

る
岩

礁
海

岸
。

地
先

は
養

殖
に

利
用

さ
れ

て
い

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
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に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配
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す

る
。
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、

堤
防

、
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壁
、

水
門
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整

備
す
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。

消
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を
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す
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・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
水

門
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。
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海
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浜

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

前
浜

の
利

用
と

し
て

海
浜

公
園

及
び

人
工

海
浜

が
復

旧
さ

れ
る

予
定

。
そ

れ
ら

の
利

用
客

及
び

漁
業

者
の

避
難

道
の

確
保

を
目

的
と

し
、

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
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に
対

す
る

安
全
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確
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た
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の
整

備
を

行
う
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◎

前
面

の
海

浜
利

用
に

伴
い

景
観

に
配

慮
す

る
。

□
漁

業
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利
用

に
配
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す

る
。
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・景
観

保
全

に
努

め
る

と
と

も
に

、
多

面
的

な
海

岸
利

用
形

態
間

の
調

整
を

図
る

。
・観

光
客

が
多

い
た

め
、

ア
ク

セ
ス

の
確

保
に

配
慮

す
る

。
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

を
実

施
し

、
砂

浜
の

地
形

変
化

状
況

を
監

視
す

る
。

・海
浜

公
園

で
あ

る
た

め
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
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川
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森
地

区
水

産
庁

（宮
城

県
）

人
家

は
基

本
的

に
高

台
移

転
す

る
が

、
漁

港
背

後
で

は
既

に
水

産
関

連
業

種
が

再
建

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
区

画
整

理
事

業
に

よ
る

ま
ち

づ
く
り

の
土

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
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・高
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に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
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の
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防
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整
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す
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。
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防
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・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

防
潮

堤
背

後
の

水
産

加
工

施
設

等
に

出
入

り
す

る
人

の
安

全
に

留
意

す
る

。

○
○

志
津

川
漁

港
海

岸
港

町
地

区
水

産
庁

（宮
城

県
）

人
家

は
基

本
的

に
高

台
移

転
す

る
が

、
区

画
整

理
事

業
に

よ
る

ま
ち

づ
く
り

の
土

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
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津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
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の
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整
備

す
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。
堤

防
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5
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・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

防
潮

堤
背

後
の

水
産

加
工

施
設

等
に

出
入

り
す

る
人

の
安

全
に

留
意

す
る

。
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志
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川
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港
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・汐
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地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

背
後

に
は

、
震

災
祈

念
公

園
及

び
緑

地
公

園
の

整
備

が
予

定
さ

れ
て

お
り

、
そ

の
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
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・高
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に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
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す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
5
4
1
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・防
潮

堤
背

後
用

地
が

公
園

で
あ

る
た

め
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
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庁
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県
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漁

港
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設
、

高
台

ま
で

の
連

絡
道

路
が

存
在

す
る

。
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
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・高
潮

に
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す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整
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行
う

。
○

侵
食

に
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す
る

安
全
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を

確
保

す
る

た
め
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整

備
を

行
う

。
□

漁
業
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用
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す
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・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
侵

食
状

況
に

留
意

す
る

。

○
黒

崎
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

崖
海

岸
で

背
後

は
道

路
。

既
設

堤
防

は
震

災
に

よ
り

沈
下

し
た

た
め

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
5
.2

0
（
5
.2

0
）

8
.7

0
5
.2

0
●

●
○

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
5
.2

0
m

、
T
.P

.+
8
.7

0
m

の
護

岸
、

堤
防

を
整

備
す

る
。

護
岸

　
L
=
2
3
9
ｍ

(T
.P

+
5
.2

0
m

)
堤

防
　

L
=
8
6
ｍ

(T
.P

+
8
.7

0
m

)

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

の
道

路
部

の
路

側
は

駐
車

帯
と

な
っ

て
お

り
、

堤
防

天
端

へ
の

一
般

者
進

入
が

想
定

さ
れ

る
こ

と
か

ら
、

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
し

た
監

視
を

行
う

。
・背

後
の

国
道

45
号

は
幹

線
道

路
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

○
折

立
漁

港
海

岸
折

立
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
は

農
地

・道
路

、
ま

た
水

産
加

工
場

を
復

旧
す

る
予

定
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

5
.1

2
（
5
.1

2
）

8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
、

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
5
2
5
ｍ

水
門

　
1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

及
び

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
○

戸
倉

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
城

県
）

折
立

川
河

口
に

位
置

す
る

海
岸

で
背

後
は

道
路

、
農

地
、

家
屋

が
分

布
し

て
い

た
。

家
屋

は
移

転
す

る
が

、
道

路
、

農
地

は
復

旧
予

定
。

地
先

は
折

立
潮

干
狩

り
場

と
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

。
既

設
堤

防
は

震
災

に
よ

り
破

壊
さ

れ
た

た
め

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

8
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

レ
ジ

ャ
ー

等
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
8
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
6
1
0
ｍ

・潮
干

狩
り

場
が

復
旧

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
前

浜
へ

の
ア

ク
セ

ス
、

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

に
農

地
が

復
旧

さ
れ

る
予

定
で

あ
る

上
、

地
先

は
潮

干
狩

り
場

と
し

て
利

用
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
管

理
用

階
段

等
の

施
設

の
一

般
利

用
も

想
定

さ
れ

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

・前
浜

の
利

用
が

見
込

ま
れ

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
水

戸
辺

地
区

海
岸

農
村

振
興

局
(宮

城
県

）
背

後
地

は
農

地
で

あ
る

。
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
4
.5

0
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.5

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
3
4
7
ｍ

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
の

状
況

や
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

利
用

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
3.

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

所
管

(管
理

者
）

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標

南 三 陸 町 (旧 )志 津 川 町

志 津 川 湾

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
０

】

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

指 定 済

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
4.

海
岸

管
理

者
が

実
施

す
る

施
策

１
.海

岸
の

特
性

要 指 定

防
護

環
境

三
陸

－
１

０

76



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食
利

用

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
3.

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

所
管

(管
理

者
）

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標
8.

海
岸

保
全

施
設

の
維

持
又

は
修

繕
の

方
法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
０

】

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

指 定 済

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
4.

海
岸

管
理

者
が

実
施

す
る

施
策

１
.海

岸
の

特
性

要 指 定

防
護

環
境

○
水

戸
辺

漁
港

海
岸

水
戸

辺
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
は

農
地

、
家

屋
と

な
っ

て
い

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.4

2
（
4
.4

2
）

7
.3

0
4
.4

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.4

2
ｍ

、
+
7
.3

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
胸

壁
と

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
3
3
7
（
T
.P

+
7
.3

0
ｍ

）
胸

壁
　

L
=
7
7
ｍ

（
T
.P

+
4
.4

2
m

)
水

門
　

1基
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

水
戸

辺
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

背
後

は
農

地
が

主
で

、
林

地
及

び
家

屋
が

分
布

し
て

い
た

。
家

屋
は

移
転

す
る

が
、

農
地

は
復

旧
予

定
。

震
災

で
既

設
堤

防
は

流
失

し
た

た
め

、
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

7
.3

0
－

●
○

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
7
.3

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
7
1
ｍ

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

は
農

地
や

家
屋

と
な

っ
て

い
る

こ
と

か
ら

、
一

般
利

用
に

も
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。

○
波

伝
谷

漁
港

海
岸

戸
倉

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

背
後

に
防

災
集

団
移

転
促

進
事

業
で

整
備

さ
れ

る
宅

地
を

連
絡

す
る

道
路

が
新

た
に

整
備

さ
れ

、
そ

の
道

路
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

7
.3

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
7
.3

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
7
7
2
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
波

伝
谷

地
区

海
岸

（戸
倉

）
農

村
振

興
局

(宮
城

県
）

崖
海

岸
で

、
背

後
地

は
農

地
が

主
で

林
地

が
含

ま
れ

る
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

－
4
.6

2
●

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.6

2
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
5
4
9
ｍ

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
の

状
況

や
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
○

波
伝

谷
漁

港
海

岸
波

伝
谷

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

背
後

に
防

災
集

団
移

転
促

進
事

業
で

整
備

さ
れ

る
宅

地
を

連
絡

す
る

道
路

が
新

た
に

整
備

さ
れ

、
そ

の
道

路
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

4
.6

2
（
4
.6

2
）

7
.3

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
7
.3

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
7
8
8
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
○

波
伝

谷
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

大
部

分
が

崖
海

岸
で

、
背

後
は

道
路

、
家

屋
が

分
布

し
て

い
た

。
震

災
に

よ
り

、
被

災
し

た
家

屋
は

移
転

す
る

。
既

設
堤

防
の

沈
下

及
び

一
部

破
損

が
発

生
し

た
た

め
、

堤
防

の
補

修
が

必
要

。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

－
4
.5

0
●

○
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
天

端
高

T
.P

.+
4
.5

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
1
1
0
ｍ

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・背
後

は
家

屋
が

分
布

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
一

般
利

用
に

も
留

意
し

た
監

視
を

行
う

。

○
津

の
宮

漁
港

海
岸

津
の

宮
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
、

崖
海

岸
か

ら
な

り
、

背
後

に
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
4
.1

2
）

7
.3

0
4
.1

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

2
ｍ

、
+
7
.3

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
4
4
1
ｍ

（
T
.P

+
4
.1

2
ｍ

）
堤

防
　

L
=
2
8
4
ｍ

（
T
.P

+
7
.3

0
ｍ

）
水

門
　

1基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
滝

浜
漁

港
海

岸
滝

浜
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
、

崖
海

岸
か

ら
な

り
、

背
後

に
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

5
.1

2
（
5
.1

2
）

7
.3

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
7
.3

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

、
堤

防
　

L
=
3
1
5
m

水
門

　
  

 2
基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
陸

閘
閉

鎖
に

お
け

る
支

障
物

及
び

水
門

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

(1
0
/
1
8
)

南 三 陸 町 (旧 )志 津 川 町

志 津 川 湾

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

三
陸

－
１

０

77
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津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
滝

浜
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
)

背
後

は
農

地
が

主
で

林
地

及
び

家
屋

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
、

船
着

き
場

の
整

備
が

必
要

。
5
.1

2
（
5
.1

2
）

－
5
.1

2
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
5
.1

2
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
4
0
4
ｍ

・漁
業

者
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
の

状
況

や
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・陸
閘

は
常

時
閉

で
あ

る
。

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

の
開

閉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
藤

浜
地

区
海

岸
農

村
振

興
局

(宮
城

県
)

背
後

地
は

農
地

が
主

で
、

林
地

が
あ

る
。

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

5
.0

0
（
5
.0

0
）

－
5
.0

0
●

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
5
.0

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=1

15
ｍ

　
(藤

浜
Ⅰ

）
護

岸
　

L
=2

33
ｍ

　
（
藤

浜
Ⅱ

）

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
の

状
況

や
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・陸
閘

は
常

時
閉

で
あ

る
。

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

の
開

閉
に

お
け

る
支

障
物

等
に

留
意

す
る

。

○
藤

浜
漁

港
海

岸
藤

浜
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
、

崖
海

岸
か

ら
な

る
。

背
後

は
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
－

）
7
.3

0
4
.1

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

2
、

+
7
.3

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

を
整

備
す

る
。

護
岸

　
L
=
1
0
0
m

(T
.P

+
4
.1

2
m

)
堤

防
　

L
=
1
5
0
ｍ

(T
.P

+
7
.3

0
m

)
・漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
長

清
水

漁
港

海
岸

長
清

水
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
、

崖
海

岸
か

ら
な

る
。

背
後

は
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
－

）
7
.3

0
4
.1

2
●

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

2
ｍ

、
+
7
.3

0
ｍ

の
護

岸
、

堤
防

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
6
0
ｍ

（
T
.P

+
4
.1

2
)

堤
防

　
L
=
2
8
6
ｍ

（
T
.P

+
7
.3

0
ｍ

）
水

門
　

１
基

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・背
後

地
に

国
道

が
位

置
し

、
漁

業
利

用
し

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
し

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

構
造

物
の

ク
ラ

ッ
ク

、
破

損
に

特
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
寺

浜
漁

港
海

岸
寺

浜
地

区
水

産
庁

（南
三

陸
町

）
漁

港
施

設
、

崖
海

岸
か

ら
な

る
。

背
後

は
集

落
が

分
布

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
－

）
7
.3

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
7
.3

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
○

寺
浜

地
区

海
岸

農
村

振
興

局
(宮

城
県

)
崖

海
岸

で
、

背
後

地
は

農
地

が
主

で
林

地
が

含
ま

れ
る

。
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。
4
.1

2
（
4
.1

2
）

7
.3

0
4
.1

2
●

●
 

●
津

波
･高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

天
端

高
T
.P

.+
4
.1

2
m

、
+
7
.3

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。

護
岸

　
L
=
1
3
3
.8

ｍ
(T

.P
.+

4
.1

2
m

)
護

岸
　

L
=
9
7
.2

ｍ
(T

.P
.+

7
.3

m
)

 

・侵
食

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
お

い
て

は
、

侵
食

状
況

に
留

意
す

る
。

ま
た

、
台

風
等

の
波

浪
の

後
は

、
護

岸
の

状
況

や
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

の
飛

散
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

閉
に

留
意

す
る

。

○
寺

浜
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

両
端

が
崖

の
砂

浜
海

岸
。

背
後

は
林

地
で

あ
る

が
、

キ
ャ

ン
プ

場
が

位
置

し
て

い
た

。
4
.2

0
（
－

）
－

4
.2

0
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

岩
礁

景
観

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
4
.2

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
3
0
0
m

・岩
礁

海
岸

の
景

観
と

調
和

し
た

施
設

整
備

に
努

め
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・崖
部

に
お

け
る

侵
食

の
進

行
の

有
無

や
、

岩
礁

景
観

の
保

全
に

配
慮

し
、

周
辺

環
境

の
変

化
な

ど
に

留
意

し
た

監
視

を
行

う
。

○
北

上
漁

港
海

岸
大

指
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

と
崖

海
岸

か
ら

な
り

、
背

後
に

水
産

関
連

施
設

等
が

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
－

）
6
.5

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.5

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

〇
北

上
漁

港
海

岸
小

指
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

と
崖

海
岸

か
ら

な
り

、
海

岸
背

後
に

道
路

、
水

産
関

連
施

設
等

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
－

（
－

）
6
.5

0
－

●
○

●
●

津
波

･高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.5

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
5
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
○

北
上

漁
港

海
岸

相
川

地
区

水
産

庁
（石

巻
市

）
主

に
漁

港
施

設
が

整
備

さ
れ

、
背

後
は

道
路

、
農

地
，

水
産

関
連

施
設

等
が

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

2
（
4
.1

2
）

6
.5

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.5

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
6
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
北

上
漁

港
海

岸
大

室
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

主
に

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

は
道

路
、

農
地

，
水

産
関

連
施

設
等

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
4
.1

2
（
－

）
6
.5

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.5

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
3
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

(1
1
/
1
8
)

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
１

】
市 町 村 名

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

指 定 済

要 指 定

１
.海

岸
の

特
性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）

志 津 川 湾

所
管

(管
理

者
）

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

石 巻 市 (旧 )北 上 町

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

防
護

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

利
用

環
境

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標

追 波 湾

南 三 陸 町 (旧 )志 津 川 町

三
陸

－
１

１

79



80



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
○

白
浜

海
岸

水
管

理
・国

土
保

全
局

（宮
城

県
）

砂
浜

海
岸

で
小

河
川

が
流

入
す

る
。

地
元

住
民

か
ら

海
水

浴
場

と
し

て
の

機
能

確
保

を
要

望
さ

れ
て

お
り

、
海

水
浴

場
の

利
用

に
配

慮
す

る
必

要
が

あ
る

。
背

後
に

は
国

道
が

あ
る

。
被

災
に

よ
り

新
た

な
堤

防
の

整
備

が
必

要
。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

8
.4

0
－

●
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
海

水
浴

場
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
8
.4

0
ｍ

の
堤

防
と

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
1
2
5
1
ｍ

水
門

　
2基

・海
水

浴
場

と
し

て
利

用
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
背

後
地

か
ら

の
海

浜
へ

の
ア

ク
セ

ス
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

を
実

施
し

、
砂

浜
の

地
形

変
化

状
況

を
監

視
す

る
。

・一
部

が
海

水
浴

場
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
た

め
、

利
用

者
の

安
全

に
配

慮
し

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

特
に

構
造

物
の

ク
ラ

ッ
ク

や
破

損
に

留
意

す
る

。
・施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

、
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

に
従

い
、

定
期

的
に

点
検

・整
備

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

砂
浜

の
地

形
変

化
状

況
を

監
視

す
る

と
と

も
に

、
水

門
、

吐
口

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

も
留

意
す

る
。

○
○

長
塩

谷
・立

神
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

北
上

川
河

口
に

位
置

す
る

砂
浜

海
岸

で
、

砂
丘

植
生

が
発

達
す

る
。

背
後

に
は

国
道

が
あ

る
。

被
災

に
よ

り
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。

4
.5

0
（
4
.5

0
）

8
.4

0
－

●
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
砂

丘
植

生
等

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.4

0
ｍ

の
堤

防
と

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
5
0
5
ｍ

水
門

　
2基

・海
岸

清
掃

、
海

岸
環

境
の

調
査

等
に

つ
い

て
、

情
報

の
監

視
・蓄

積
を

図
り

、
砂

丘
植

生
等

の
保

全
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
特

に
構

造
物

の
ク

ラ
ッ

ク
や

破
損

に
留

意
す

る
。

・施
設

及
び

施
設

を
操

作
す

る
た

め
に

必
要

な
機

械
、

器
具

等
を

良
好

な
状

態
に

保
つ

よ
う

、
操

作
規

則
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・整

備
を

行
う

。
・日

常
巡

視
に

際
し

て
は

、
水

門
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
水

路
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

横
須

賀
海

岸
水

管
理

・国
土

保
全

局
（宮

城
県

）

北
上

川
河

口
に

位
置

す
る

砂
浜

海
岸

で
、

砂
丘

植
生

が
発

達
し

、
「長

面
浜

の
砂

丘
植

生
」と

し
て

特
定

植
物

群
落

と
な

っ
て

い
た

。
以

前
は

海
水

浴
場

と
し

て
も

利
用

さ
れ

て
お

り
、

駐
車

場
が

あ
っ

た
。

被
災

に
よ

り
新

た
な

堤
防

の
整

備
が

必
要

。

3
.0

0
(3

.0
0
)

8
.4

0
突

堤
●

●
●

●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
砂

丘
植

生
等

の
保

全
に

配
慮

す
る

。
□

海
水

浴
場

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

天
端

高
T
.P

.+
8
.4

0
ｍ

の
堤

防
と

突
堤

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
6
1
3
ｍ

突
堤

　
1基

・砂
浜

植
生

の
保

全
に

配
慮

す
る

と
と

も
に

、
背

後
林

と
一

体
と

な
っ

た
砂

浜
景

観
の

保
全

に
配

慮
す

る
。

・海
水

浴
場

と
し

て
利

用
も

考
え

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

背
後

地
か

ら
海

浜
へ

の
ア

ク
セ

ス
を

確
保

す
る

。
・海

岸
清

掃
、

海
岸

環
境

の
調

査
等

に
つ

い
て

、
情

報
の

監
視

・蓄
積

を
図

る
。

・利
用

者
を

含
め

た
、

津
波

防
災

対
策

の
充

実
を

図
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・侵
食

を
受

け
て

い
る

海
岸

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
特

に
消

波
ブ

ロ
ッ

ク
の

沈
下

や
砂

浜
の

変
化

に
留

意
す

る
。

○
○

長
面

漁
港

海
岸

長
面

地
区

水
産

庁
（石

巻
市

）

長
面

浦
内

に
位

置
す

る
。

地
先

に
干

潟
が

発
達

し
、

潮
干

狩
り

場
と

な
っ

て
い

る
。

背
後

は
道

路
、

農
地

，
水

産
関

連
施

設
が

復
旧

予
定

。
地

盤
高

が
低

い
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

2
.6

1
（
2
.6

4
）

8
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
2
,3

7
2
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
長

面
漁

港
海

岸
尾

崎
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

長
面

浦
内

に
位

置
す

る
。

背
後

は
道

路
、

家
屋

（水
産

倉
庫

な
ど

と
し

て
利

用
）が

分
布

し
、

そ
の

背
後

は
林

地
。

被
災

に
よ

り
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

2
.6

1
（
2
.6

1
）

－
2
.6

1
●

○
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
2
.6

1
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
,7

1
7
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

ス
ラ

イ
ド

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
名

振
漁

港
海

岸
名

振
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
、

水
産

関
係

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
3
.3

1
（
3
.3

0
）

8
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.4

0
ｍ

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

堤
防

、
胸

壁
　

L
=
8
4
3
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
船

越
漁

港
海

岸
船

越
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
、

水
産

関
係

施
設

が
復

旧
予

定
。

被
災

に
よ

り
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

2
.4

1
（
2
.4

0
）

－
2
.4

1
●

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
2
.4

1
ｍ

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

堤
防

、
胸

壁
　

L
=
3
7
8
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

(1
2
/
1
8
)

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標
6.

海
岸

保
全

施
設

整
備

概
要

石 巻 市 (旧 )河 北 町 石 巻 市 (旧 )雄 勝 町

追 波 湾

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
２

】
市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

１
.海

岸
の

特
性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）

指 定 済

要 指 定

防
護

環
境

所
管

(管
理

者
）

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策

石 巻 市 (旧 )北 上 町

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

利
用

三
陸

－
１

２

81



82



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

追 波 湾
○

○
荒

漁
港

海
岸

荒
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

砂
浜

海
岸

で
、

海
水

浴
場

と
し

て
利

用
さ

れ
る

。
背

後
は

電
波

塔
や

道
路

が
あ

り
、

ま
た

海
水

浴
施

設
が

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

8
.2

1
（
5
.1

0
）

8
.4

0
－

●
●

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

海
浜

へ
の

ア
ク

セ
ス

、
安

全
性

の
確

保
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
8
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
3
1
8
ｍ

・
海

水
浴

場
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・海
水

浴
場

で
あ

る
た

め
、

日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

特
に

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
大

須
漁

港
海

岸
大

須
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

内
に

位
置

し
、

海
岸

沿
い

に
道

路
が

あ
る

。
背

後
に

水
産

関
係

施
設

(水
産

加
工

場
、

共
同

作
業

場
等

)が
復

旧
予

定
。

背
後

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

－
（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
4
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
宇

島
漁

港
海

岸
宇

島
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

崖
海

岸
と

漁
港

施
設

か
ら

な
り

、
背

後
に

水
産

関
係

施
設

(水
産

加
工

場
、

共
同

作
業

場
等

)が
復

旧
予

定
。

背
後

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

－
（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
5
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
熊

沢
漁

港
海

岸
熊

沢
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

崖
海

岸
と

漁
港

施
設

か
ら

な
り

、
背

後
に

水
産

関
係

施
設

(水
産

加
工

場
、

共
同

作
業

場
等

)が
復

旧
予

定
。

背
後

地
利

用
計

画
と

併
せ

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

－
（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
8
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
羽

坂
漁

港
海

岸
羽

坂
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
水

産
関

係
施

設
(水

産
加

工
場

、
共

同
作

業
場

等
)が

復
旧

予
定

。
背

後
地

利
用

計
画

と
併

せ
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

－
（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
6
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
桑

の
浜

漁
港

海
岸

桑
の

浜
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
水

産
関

係
施

設
(水

産
加

工
場

、
共

同
作

業
場

等
)が

復
旧

予
定

。
背

後
地

利
用

計
画

と
併

せ
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

3
.1

1
（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
1
0
0
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
雄

勝
港

海
岸

雄
勝

港
（立

浜
地

区
）

港
湾

局
（宮

城
県

）

港
湾

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

は
道

路
、

集
落

が
分

布
す

る
。

小
河

川
の

流
入

が
あ

る
。

震
災

に
よ

り
堤

防
は

被
災

し
て

お
り

背
後

地
利

用
計

画
に

併
せ

堤
防

を
整

備
す

る
。

4
.9

0
（
4
.9

0
）

6
.4

0
－

●
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
護

岸
、

胸
壁

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

、
胸

壁
　

L
=
5
8
7
ｍ

水
門

・港
湾

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
箇

所
で

あ
り

、
陸

閘
が

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
構

造
物

の
破

損
や

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

や
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

と
と

も
に

、
吐

口
フ

ラ
ッ

プ
ゲ

ー
ト

の
稼

働
や

埋
塞

を
監

視
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
雄

勝
港

海
岸

雄
勝

港
（大

浜
地

区
）

港
湾

局
（宮

城
県

）

港
湾

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

は
道

路
、

集
落

が
分

布
す

る
。

小
河

川
の

流
入

が
あ

る
。

震
災

に
よ

り
堤

防
は

被
災

し
て

お
り

背
後

地
利

用
計

画
に

併
せ

堤
防

を
整

備
す

る
。

5
.9

0
（
5
.9

0
）

6
.4

0
－

●
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
護

岸
、

胸
壁

、
水

門
を

整
備

す
る

。

護
岸

、
胸

壁
　

L
=
5
2
3
ｍ

水
門

・港
湾

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
箇

所
で

あ
り

、
陸

閘
が

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
構

造
物

の
破

損
や

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

や
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

と
と

も
に

、
水

門
ゲ

ー
ト

の
稼

働
や

埋
塞

を
監

視
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

(1
3
/
1
8
)

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
３

】
海

岸
名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

１
.海

岸
の

特
性

石 巻 市 (旧 )雄 勝 町

所
管

(管
理

者
）

市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

指 定 済

要 指 定

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）

雄 勝 湾

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法
7.

施
設

整
備

を
行

う
う

え
で

の
地

域
に

お
け

る
配

慮
事

項
利

用

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
5.

海
岸

管
理

（整
備

）目
標

4.
海

岸
管

理
者

が
実

施
す

る
施

策
防

護
環

境

3.
海

岸
で

特
に

必
要

な
観

点

三
陸

－
１

３

83



84



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

○
小

島
漁

港
海

岸
小

島
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
、

水
産

関
係

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
3
.6

0
（
3
.6

0
）

6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

堤
防

、
胸

壁
　

L
=
3
8
0
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
雄

勝
港

海
岸

雄
勝

港
（小

島
地

区
）

港
湾

局
（宮

城
県

）
背

後
に

道
路

が
分

布
す

る
。

震
災

に
よ

り
堤

防
は

被
災

し
て

お
り

背
後

地
利

用
計

画
に

併
せ

堤
防

を
整

備
す

る
。

5
.4

0
（
5
.4

0
）

6
.4

0
－

●
○

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
視

覚
景

観
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
4
5
8
ｍ

・道
路

脇
の

直
立

堤
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

堤
防

前
面

の
侵

食
や

堤
体

の
ク

ラ
ッ

ク
や

破
損

・沈
下

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
明

神
漁

港
海

岸
明

神
地

区
水

産
庁

（石
巻

市
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
、

水
産

関
係

施
設

が
復

旧
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
3
.6

1
（
3
.6

0
）

6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

堤
防

、
胸

壁
　

L
=
6
2
2
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

フ
ラ

ッ
プ

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○

雄
勝

港
海

岸
雄

勝
港

(伊
勢

畑
・明

神
地

区
)

港
湾

局
（宮

城
県

）
背

後
に

道
路

が
分

布
す

る
。

震
災

に
よ

り
堤

防
は

被
災

し
て

お
り

背
後

地
利

用
計

画
に

併
せ

堤
防

を
整

備
す

る
。

5
.9

0
（
5
.9

0
）

9
.7

0
－

●
○

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

◎
視

覚
景

観
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

水
門

を
整

備
す

る
。

護
岸

　
L
=
8
3
0
ｍ

水
門

・道
路

脇
の

直
立

堤
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

堤
防

前
面

の
侵

食
や

堤
体

の
ク

ラ
ッ

ク
や

破
損

・沈
下

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
○

雄
勝

漁
港

海
岸

上
雄

勝
地

区
水

産
庁

（宮
城

県
）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
，

背
後

に
水

産
関

係
施

設
及

び
公

共
施

設
，

商
業

施
設

等
が

復
旧

予
定

。
大

原
川

河
口

に
接

す
る

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

4
.1

1
（
4
.1

1
）

9
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.7

0
ｍ

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
7
2
1
ｍ

胸
壁

　
L
=
6
2
6
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

水
門

、
吐

口
ゲ

ー
ト

の
稼

働
及

び
管

渠
の

埋
塞

に
留

意
す

る
。

○
○

雄
勝

漁
港

海
岸

船
戸

地
区

水
産

庁
（宮

城
県

）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
，

背
後

に
道

路
，

産
業

関
係

施
設

が
整

備
予

定
。

大
原

川
河

口
に

接
す

る
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。

4
.1

1
（
4
.1

1
）

9
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
9
.7

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
堤

防
　

L
=
6
4
1
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

大
原

川
が

隣
接

し
て

い
る

た
め

、
河

口
閉

塞
に

留
意

す
る

。

○
雄

勝
港

海
岸

雄
勝

港
（唐

桑
地

区
）

港
湾

局
（宮

城
県

）

崖
海

岸
と

港
湾

施
設

か
ら

な
り

、
港

湾
施

設
背

後
に

は
道

路
が

分
布

し
て

い
る

。
震

災
に

よ
り

堤
防

は
被

災
し

て
お

り
背

後
地

利
用

計
画

に
併

せ
堤

防
を

整
備

す
る

。

4
.9

0
（
4
.9

0
）

9
.7

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
◎

視
覚

景
観

に
配

慮
す

る
。

□
港

利
用

と
の

調
整

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
9
.7

0
ｍ

の
護

岸
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

護
岸

、
胸

壁
　

L
=
9
6
7
ｍ

・
港

湾
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
箇

所
で

あ
り

、
陸

閘
が

設
置

さ
れ

て
い

る
た

め
、

日
常

巡
視

や
臨

時
点

検
に

際
し

て
は

、
構

造
物

の
破

損
や

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

や
利

用
者

の
安

全
に

留
意

す
る

。
・日

常
巡

視
、

台
風

や
地

震
等

の
発

生
後

の
臨

時
点

検
及

び
5年

に
1回

程
度

の
定

期
点

検
を

実
施

し
、

適
切

な
維

持
・修

繕
を

行
う

。

○
水

浜
分

浜
漁

港
海

岸
水

浜
分

浜
地

区

水
産

庁
（石

巻
市

）

漁
港

施
設

が
整

備
さ

れ
、

背
後

は
道

路
，

小
河

川
が

流
入

す
る

。
水

産
関

連
施

設
が

復
旧

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

3
.6

1
（
3
.6

0
）

-
3
.6

0
・
2
.8

0
●

○
●

○
侵

食
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
3
.6

0
ｍ

、
T
.P

.+
2.

80
ｍ

の
堤

防
、

胸
壁

を
整

備
す

る
。

堤
防

、
胸

壁
　

L
=
7
3
7
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

陸
閘

閉
扉

に
お

け
る

支
障

物
等

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
、

吐
口

ゲ
ー

ト
の

稼
働

及
び

水
路

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。

○
雄

勝
港

海
岸

雄
勝

港
（浪

板
地

区
）

港
湾

局
（宮

城
県

）

砂
浜

海
岸

で
海

水
浴

場
と

し
て

利
用

さ
れ

て
い

る
。

震
災

に
よ

り
防

潮
堤

は
被

災
し

て
お

り
背

後
地

利
用

計
画

に
併

せ
防

潮
堤

を
整

備
す

る
。

4
.8

3
（
4
.8

3
）

－
4
.8

3
●

●
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

港
利

用
と

の
調

整
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
4
.8

3
ｍ

の
堤

防
、

水
門

を
整

備
す

る
。

堤
防

　
L
=
1
2
0
ｍ

水
門

・海
岸

清
掃

等
の

環
境

保
全

策
の

推
進

や
利

用
者

の
マ

ナ
ー

向
上

等
に

向
け

た
啓

蒙
を

図
る

。
・港

湾
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
箇

所
で

あ
り

、
日

常
巡

視
や

臨
時

点
検

に
際

し
て

は
、

構
造

物
の

破
損

や
水

門
操

作
に

お
け

る
支

障
物

等
や

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
○

指
ヶ

浜
漁

港
海

岸
指

ヶ
浜

地
区

水
産

庁
（女

川
町

）
海

岸
に

道
路

が
面

し
、

背
後

に
家

屋
，

道
路

が
復

旧
す

る
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
3
.2

0
(3

.2
0
)

6
.4

0
－

●
●

●
津

波
・高

潮
に

対
す

る
安

全
性

を
確

保
す

る
た

め
の

整
備

を
行

う
。

□
漁

業
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
護

岸
を

整
備

す
る

。
護

岸
　

L
=
2
8
6
ｍ

・
漁

港
施

設
の

利
用

に
配

慮
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

○
御

前
漁

港
海

岸
御

前
地

区
水

産
庁

（女
川

町
）

砂
浜

海
岸

で
背

後
に

家
屋

，
道

路
が

復
旧

す
る

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

3
.5

0
（
3
.5

0
）

6
.4

0
離

岸
堤

●
●

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
○

侵
食

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

砂
浜

利
用

に
配

慮
す

る
。

天
端

高
T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
堤

防
を

整
備

す
る

。
離

岸
堤

を
整

備
す

る

堤
防

　
　

L
=
6
9
0
ｍ

離
岸

堤
　

L
=
2
6
0
ｍ

・海
水

浴
場

と
し

て
利

用
さ

れ
る

こ
と

か
ら

、
背

後
地

か
ら

海
浜

へ
の

ア
ク

セ
ス

を
確

保
す

る
。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・日
常

巡
視

に
際

し
て

は
水

門
の

稼
働

に
伴

う
支

障
物

及
び

管
渠

の
埋

塞
に

留
意

す
る

。
・施

設
及

び
施

設
を

操
作

す
る

た
め

に
必

要
な

機
械

、
器

具
等

を
良

好
な

状
態

に
保

つ
よ

う
、

操
作

規
則

等
に

従
い

、
定

期
的

に
点

検
・

整
備

を
行

う
。

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
４

】
市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
１

.海
岸

の
特

性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
3.

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

石 巻 市 (旧 )雄 勝 町

雄 勝 湾 奥 部

女 川 町

雄 勝 湾

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標
4.

海
岸

管
理

者
が

実
施

す
る

施
策

所
管

(管
理

者
）

雄 勝 湾

指 定 済

要 指 定

防
護

環
境

利
用

三
陸

－
１

４

85



津
波

・高
潮

・侵
食

津
波

・高
潮

侵
食

旧
計

画
高

（現
況

施
設

高
）

計
画

堤
防

高
計

画
護

岸
高

整
備

施
設

名
津

波
高

潮
侵

食

7.
施

設
整

備
を

行
う

う
え

で
の

地
域

に
お

け
る

配
慮

事
項

8.
海

岸
保

全
施

設
の

維
持

又
は

修
繕

の
方

法

整
備

箇
所

整
理

表
　

【
三

陸
－

１
４

】
市 町 村 名

ユ ニ ッ ト 名

海
岸

保
全

区
域

海
岸

名

（地
域

名
・字

名
や

一
般

的
な

呼
称

）

6.
海

岸
保

全
施

設
整

備
概

要
１

.海
岸

の
特

性

2.
防

護
水

準
（堤

防
等

の
高

さ
：基

準
面

T
.P

.）
3.

海
岸

で
特

に
必

要
な

観
点

5.
海

岸
管

理
（整

備
）目

標
4.

海
岸

管
理

者
が

実
施

す
る

施
策

所
管

(管
理

者
）

指 定 済

要 指 定

防
護

環
境

利
用

○
尾

浦
漁

港
海

岸
尾

浦
地

区
水

産
庁

（女
川

町
）

背
後

に
家

屋
，

道
路

が
復

旧
す

る
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
2
.7

0
（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
胸

壁
を

整
備

す
る

。
胸

壁
　

L
=
6
5
0
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

○
出

島
漁

港
海

岸
出

島
地

区
水

産
庁

（女
川

町
）

離
島

に
位

置
す

る
。

漁
港

が
整

備
さ

れ
、

背
後

に
道

路
、

家
屋

が
復

旧
す

る
予

定
。

新
た

な
堤

防
整

備
が

必
要

。
－

（
－

）
6
.4

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.4

0
ｍ

の
胸

壁
を

整
備

す
る

。
胸

壁
　

L
=
4
8
5
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

女 川 湾
○

寺
間

漁
港

海
岸

寺
間

地
区

水
産

庁
（女

川
町

）
離

島
に

位
置

す
る

。
背

後
に

家
屋

，
道

路
が

復
旧

す
る

予
定

。
新

た
な

堤
防

整
備

が
必

要
。

－
（
－

）
6
.6

0
－

●
○

●
●

津
波

・高
潮

に
対

す
る

安
全

性
を

確
保

す
る

た
め

の
整

備
を

行
う

。
□

漁
業

の
利

用
に

配
慮

す
る

。
天

端
高

T
.P

.+
6
.6

0
ｍ

の
胸

壁
を

整
備

す
る

。
胸

壁
　

L
=
4
3
5
ｍ

・漁
港

施
設

の
利

用
に

配
慮

す
る

。

・日
常

巡
視

、
台

風
や

地
震

等
の

発
生

後
の

臨
時

点
検

及
び

5年
に

1回
程

度
の

定
期

点
検

を
実

施
し

、
適

切
な

維
持

・修
繕

を
行

う
。

・漁
業

利
用

さ
れ

て
い

る
海

岸
で

あ
る

た
め

、
日

常
巡

視
に

際
し

て
は

利
用

者
の

安
全

に
留

意
す

る
。

(1
4
/
1
8
)

環
境

：
●

特
に

配
慮

が
必

要
○

一
般

的
な

配
慮

が
必

要

防
護

対
応

：
　

●
津

波
対

策
、

　
○

侵
食

な
ど

の
海

岸
保

全
対

策
、

△
保

守
点

検
等

環
境

対
応

：
　

◎
利

用
対

応
：
　

□

女 川 町

雄 勝 湾

三
陸

－
１

４
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